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本研究は災害という出来事の継承に着目し、「想起の場」という空間がもつ「癒し」の機能の検討を通して、災害

継承と「癒し」との接続のあり方を明らかにしたものである。災害における「癒し」では、単純に当事者がなんら

かの治療によって「苦」から解放されるだけではなく、その周囲や他者と接続されながら共に癒えるという形があ

りうる。「想起の場」は災害継承を担うと同時に慰霊空間としての役割も担っており、そこでは体験者を含む来訪者

が「想起の場」を通じてコミュニケーションを図ることで、「苦」と向き合うことに付随するトラウマの二次受傷と

いった問題を回避しながらも、「苦」を想起し、癒えることを目指す可能性が明らかとなった。しかし、災害研究に

おいては防災・減災への貢献という視点から「想起の場」を検討する方向性が主流となっており、実際の「想起の

場」の整備をめぐっても「癒し」という視点への注意が十分に払われておらず、むしろオルタネイティブな形での

継承の試みによって担われているという点に課題があることも同時に見出された。 
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１．はじめに 

本研究は、災害という出来事の継承(以下、災害継

承)に着目し、「想起の場」1)2)という空間がもつ「癒

し」の機能を検討を通して、災害継承と「癒し」と

の接続のあり方を明らかにすることを目的としてい

る。災害継承についてはこれまで、防災・減災とい

う観点から実践的な活動に着目する研究が中心とな

ってきており、災害継承自体の意味に焦点をあてる

ものは人文社会系を中心に蓄積はなされてきている

ものの、いまだ多くない3)4)5)6)。 
しかし、いずれも何らかのメディアの効果を明ら

かにしようとしたものであり、それらが複合的に1
つの場、すなわち空間や景観、回廊を生み出すよう

な視点では検討を行っていない。一方で、たとえば

「中越メモリアル回廊」(新潟県中越地震)、「3.11
伝承ロード」(東日本大震災)、「記憶の回廊」(熊本

地震)など、ミュージアムやアーカイブ施設、遺構、

モニュメント、メモリアル、アートといった様々な

メディアを接続し、回廊化するという手法は珍しく

なくなっている2)7)。筆者は後述するように、このよ

うな場を「想起の場」と定義している。「想起の場」

をめぐってはいくつかの先行研究がみられるものの、

空間構成などに着目するものが多く8)9)、やはりその

意味を問うことはいまだ多くはない10)。 
この種の研究蓄積としては、むしろ戦争研究にお

ける集合的記憶や慰霊、顕彰を取り扱ったものが手

厚い11)12)。とりわけ、広島や長崎、沖縄などをはじ

めとする民間人被害やその体験の継承を取り扱う研

究13)14)では、継承の意義や継承を引き受ける側の反

応と変化が明らかとされているが、これらの知見の

災害研究への本格的な導入はいまだなされていない。 
本研究はこのような問題意識から、「想起の場」

の意味について整理を試みた研究群の一部である。

そのため、本研究では「想起の場」の来歴など、場

そのものの検討については別稿に委ね、その機能の1
つとして想定される「癒し」について、中心的に扱

っている。また研究目的上、本研究の構成は多領域

にまたがる関連研究を検討することを通して、研究

課題に対する知見を浮き彫りにしていくという形を

とる。具体的には、まず本研究が着目する鍵概念で

ある「伝承・継承」「想起の場」「癒し」そして「苦

(死)」について概念の整理を行う。そのうえで、「想

起の場」という空間において「癒し」と「苦」とい

う2つの概念が接続されていることの確認を通して、

災害継承と「癒し」との接続のあり方を明らかにす

る。 
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２．「想起の場」は誰のための場所か 

２．１「伝承」「継承」とは何か 

 このように本研究の背景と構造を説明したうえで、

まずは鍵概念について、それぞれ順を追って整理を

行っていきたい。岡部らが指摘するとおり災害継承

は本来、「人間の弱さ、脆さ、儚さ、傷つきやすさ

をはじめとする人間の(可能性というよりは)不可能

性を前提としており、かつ、そうした不可能性に対

してこそ真摯であるべきだという倫理を人々に要求

する点に特徴」15)をもつ。 
しかし、災害研究において「伝承」「継承」とい

う言葉やその必要性は、防災・減災という観点を主

軸に理解をされてきたところがあり16)、たとえば阪

本17)は継承の目的を、被害のくりかえしを防ぐこと

にみている。このような考え方は、被害を防ぐため

の防災・減災のミュージアムとしては一面の正しさ

をもつが、災害という出来事を伝えるミュージアム

という意味ではやや目的を限定しすぎている。防

災・減災としての「伝承」「継承」における「教訓」

という回答の提示は、被害が発生した現場における

当事者の葛藤や、それぞれの背景に対する理解を跳

躍し、たとえば避難や救助救命を中心とする「命を

救う」という目標への集中を招いてしまう2)。しかし

災害の現実をみてみれば、自然現象による物理的な

破壊がおさまった後も、社会や経済の被害は長期的

に継続する。その一方で、社会における災害への関

心は短期間のうちに減退し、支援も縮小していくた

め、このような長期的な影響については支援が集ま

りづらく、またその体験自体も社会に知られづらい

ところがある18)。 
本研究は、このような災害における「伝承」「継

承」の課題を、「想起の場」における「癒し」、「苦」

を受け止めて変容する行為に見出そうとするものだ

が、そもそも「伝承」「継承」とは何なのだろうか。

この言葉はたとえば「災害伝承」のような形で広く

用いられているところがあるが、それが何を示すの

かは明示されておらず、「伝承」と「継承」の2つが

混用されている場合もある19)。 
先述した戦争研究を始め、記憶に関する研究は一

般的に「継承」という言葉を用いることが多く、こ

れは継承することはすなわち、体験者の忘れないで

ほしいという声に対する応答責任として記憶を引き

受けることであるとされる13)。対して、「伝承」20)21)

とはたとえば民俗学で用いられてきた用語であり、

「異世代の者が同時に同じ場所を共にすること」22)

を通して「上位の世代から下位の世代へと、何らか

の事柄を伝達継承すること」22)を指す。 
しかし伝承は静態ではなく動態、つまり「文化や

社会の中に変わりにくい要素や文脈があるという前

提」23)を持ちつつも、文化や社会の変化に沿い、変

容することで伝達そのものを維持してきた。伝承と

は「『捨て去るべきもの』と『残すべきもの』、そ

して『新たに取り入れるべきもの』を私たちが考え

るための素材」24)であり、それによって伝承は社会

システムに対して受け身となりがちな私たちの能動

性を回復させる「共同性の場」を生み出す24)。 
 換言すれば、伝承とは何らかの共同体の内部にお

ける動きを主として意味し、継承はそれだけではな

く共同体の外部への伝達も含むような概念であると

いえるだろう。このように考えるとき、教訓化とい

う静態的な方向性を目指す防災・減災における動き

を果たして「伝承」と呼ぶことはどこまで可能なの

だろうか。 
２．２「想起の場」とは何か 

災害において、こうした「伝承」と「継承」の差

異を考えることは、たとえばミュージアムがそのど

ちらをより強く意識しているのかといった点で、伝

達のあり方に大きく影響を与える。仮に、防災・減

災のミュージアムとして教訓の伝達に注力するとし

ても、伝承というのならば被災地内部の伝達を重視

することとなり、継承というのならば被災地外への

伝達をも重視し、伝承と呼ぶ場合よりは被災地内部

への伝達は比重が下がることになる。ミュージアム

に限らず、被災地において整備されている「想起の

場」では、この「伝承」か「継承」かという方針が

判然としていない。 
ただし、災害に関するミュージアムの整備は、災

害という出来事そのものの伝達と同時に、観光振興

を目的の一つとして進展した経緯25)があり、このこ

とを考えるならば基本的には被災地外への伝達を重

視した「継承」が意識されているといえるだろう。 
ここで「想起の場」という概念について説明を行

っておきたい。「想起の場」とはアライダ＝アスマ

ンのいう「文化的記憶」26)の産出に役割を果たす実

際の空間であり、慰霊空間であり、多様な価値観・

記憶が対話する空間でもあるような、「記憶の場

(lieux de mémoire)」27)の一形態という意味である。た

とえば粟津は沖縄県営平和祈念公園内にて、多数の

戦没者追悼移設が集中する「摩文仁の丘」を事例と

して、こうした空間を集合的記憶の「多重的・多層

的な社会的構築の場」28)と捉えている。 
同概念を提起した香川自身は「記憶のよすが」1)
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を担うモノという意味で、基本的に後述するゲデン

クシュタット(Gedenkstätte)の訳語として「想起の場」

を用いているが、そこにアート作品などが設置され、

総体として想起のための場所を形成しているとも指

摘している 1)。このことから、本研究では「想起の

場」をミュージアムやアーカイブ施設、遺構(戦跡)、
モニュメント、メモリアル、アートといった様々な

メディアが、複合的に形成する想起のための実空間

を指すこととしたい。代表的な事例とみなせるもの

は、たとえば「都立横網町公園」(関東大震災および

東京大空襲)、「原爆ドーム」「平和の礎」(第 2 次世

界大戦)、「震災復興祈念公園」(東日本大震災)などで

あり、いずれも慰霊空間を併設している。 
なお香川はゲデンクシュタット(Gedenkstätte)を念

頭においているが、ドイツ語において、このような

「想起の場」を構成する事物に関する用語としては、

ほ か に デ ン ク マ ー ル (Denkmal) 、 マ ー ン マ ル

(Mahnmal) な どがある。ゲデンクシュタット

(Gedenkstätte)は、強制収容所などの名称に用いられ

るように実際の遺構を指すことが多い。たとえばベ

ルリンの壁跡は Gedenkstätte Berliner Mauer、強制収

容所跡は KZ-Gedenkstätte と呼ばれている。対してデ

ンクマールは元々、「Denken(考える)」と「mal(印・

碑)」から成る複合語であり、過去を想起するための

引き金、きっかけのことを指す。転じて記念碑、歴

史的建造物 29)などを指している。ほかにマーンマル

(Mahnmal) は、警句としての記念碑という意味で用

いられる 30)。 
さて、災害における「想起の場」が継承を意識し

ているのならば、その空間は被災地内の人々、とり

わけ当事者や遺族にとってどのような意味があるの

だろうか。ここで重要になるのが慰霊空間という意

味付けである。代表的な事例としては、たとえば先

述の沖縄県営平和祈念公園内に設置された「平和の

礎(いしじ)」があるだろう。「平和の礎」は追悼施

設であり、軍民問わず、すべての沖縄戦犠牲者を刻

銘した刻銘碑および、その中心に位置する灯火、

「平和の火」によって構成される11)12)。公園内には

「平和の礎」と共に「沖縄県平和祈念資料館」「沖

縄平和祈念堂」が併設されており、それぞれが記憶、

追悼、平和希求という理念の提示という役割を分担

している。 
ここで重要なことは、吉田31)が指摘するように、

「平和の礎」では遺族が刻銘碑の前で喫食をするな

ど墓参りを行う光景が珍しいものではなく、「遺族

にとっては、礎はモニュメントというより墓石や位

牌」32)として捉えられており、設計側の想定してい

ない使用法が利用者によって形づくられているとい

う点である。「平和の礎」は公的に設置された「想

起の場」でありつつも、遺族によって墓参りという

利用法が編み出されている。こうした事実はほかに

も、日本航空123便墜落事故について御巣鷹山に設

けられた「昇魂之碑」において指摘されている33)。 
マリタ=スターケン34)35)がベトナム戦争記念碑を

めぐって指摘したように、モニュメントは想起と同

時に、出来事と向き合うことを通した「癒し」や「赦

し」が読み込まれる。「平和の礎」の来訪者もまた、

モニュメントを墓参りの場として読み替えることで

死者との対話を図り、これを災禍の体験・記憶から

の「癒し」の過程であるとみなすことは可能だろう。

災害においても、こうした「癒し」の効果が指摘さ

れてきており36)、逆にそれに相対した者が、人々が

「想起の場」に託した「癒されない思い」37)を感じ

取る必要性も求められている。 
このように考えるならば、「継承」が重視される

現在の災害継承にあっても、「癒し」は来訪者に何

らかの契機をもたらすものとして、被災地内外のい

ずれの来訪者にとっても意味をもつものだといえる。 
２．３災害における「苦」としての「死」 

このとき、「癒し」とは何かという疑問が浮上す

る。災害において「心の復興」38)ともいわれるこの

問題は、阪神・淡路大震災における「生活再建7要素

モデル」39)の議論においてすでに重要性が指摘され

ていた。とりわけ、災害の中で「重要な他者」を失

った、助けられなかったという喪失体験は、被災者

の心の傷として残ることが指摘されている40)。この

ような死をめぐる経験は「苦」と呼ばれることがあ

る41)42)。たとえばモリスがその大著において示した

ように、災禍のような悲劇において苦しみと肉体的

な痛みは本質的に結びついており、われわれはその

経験のなかに個人の意味を探求していく43)。 
現代社会において死に触れることは、そうした

「苦」の代表的な姿の1つである。森岡44)はこのよう

な「苦」を可能な限り日常から隔離・排除するよう

に展開する社会の傾向を「無痛文明」と批判しつつ、

それが与える安寧の大きさ、人々を巻き込んでいく

構造からの抜け出しがたさも論じている。 
こうした死をもてあます現代社会のありようは死

生学において探求されてきた45)46)が、そこでは災害

や戦争、大規模災害のような災禍において、大量死

が発生をすると、われわれは否応なく隔離されてき

た死、それも偶然や人間の無力さに起因する、救い
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のない非業の死へ直面することとなることが、1つの

領域として展開されてきた47)。非業の死は社会の対

応能力を一時的に超過するため、その対応は一般的

な死とは異なり仮埋葬などの特例措置が行われるこ

とがある48)(注1)。とくに東日本大震災では金菱49)が指

摘するように、津波被害による行方不明が多くみら

れたこともあり、「風の電話」(岩手県大槌町)や「漂

流ポスト」(岩手県陸前高田市)など、電話や手紙に

よって死者と対話する場が用意された。また、様々

なボランティア活動が傾聴の機会を用意するなど、

生者の表しようのない悲嘆を受容するための道が多

様に開かれた50)51)52) 。 
福田53)はこのような救いのない「苦」に対して、

飯島の儀礼論を援用しながら、「事態そのものでは

なく、事態への存在の仕方を変えることで不確定性

に抗する生を持続させる技法」54)としての「記念の

作業」53)による死者との対話の可能性を指摘する。

それは、宗教的な救いが提示する「救いの両義性」
53)、死の意味付けという救いを提示することで、そ

れに人々を拘束し、そのあり方に疑念を抱く人々を

抑圧するようなものではない、皆で「死」という「苦」

と対峙しながらも、その受け止め方はそれぞれに自

由であるという、もう1つの救いのあり方だとされ

る55)。これは「信仰のない宗教」56)としての現代日

本におけるコーピングを指すものであり、心の復興

という文脈に則していえば、「癒し」と呼ばれるこ

ともある。ここでは宗教的な救いとは弁別を図り、

また災害においてより用例の多い用語として、「記

念の作業」53)による喪失体験との対峙、それを通し

て進む心の復興を「救い」ではなく「癒し」という

言葉で表記することとしたい。 
 
３．「癒える」空間としての「想起の場」 

３．１「癒し」とは何か 

ここまでの議論は、生者がみずからの経験を物語

として表現することで、「消すことのできない悲し

みや辛さを抱えながらも、生きようとする意志がし

っかりと自分をコントロールできるようにする作

業」57)という点で共通している。このような物語と

いう考え方について、たとえば副田義也は「突然襲

ってきた重要な他者の現実の死や事故の死の危険を

受容するために、それらの死を途中に織りこんだ彼

らの人生の物語を構築するべき」58)だと提起する。

ここでいう物語とは、井上俊59)の「物語としての人

生」を援用したものである。たとえば戦犯死刑囚や

特攻隊員の遺書において、彼らはみずからの運命を

人生の物語としてまとめることで、本当はそうした

くはないという思いを抱きながらも、状況からそう

せざるを得ないという犠牲の行為を、了解し、演じ

ていく60)61)62)。東日本大震災においても、たとえば原

発事故被災者の声としての「納得しないが了解する」
63)という語りがすでに示されており、同じく「苦」

のコントロールだとみなすことができる。人はみず

からの人生を物語化し、そうすることでみずからの

生を意味付ける。災害における喪失体験も、このよ

うな物語化が了解を促し、受容のための方策になる

というのが副田58)の提起である。 
ここで重要になるのは、こうした物語化は死者と

向き合うこと、二人称の死としての重要な他者の死、

三人称の死としての未知の他者の死を受け入れ、苦

心しながら継続する連帯を構築していくことによっ

て、試みられているという点である64)。これは「死」

や「苦」を隔離するという現代社会の姿勢44)とは明

らかに離れた行為だといえる。 
この時に重要になるのが「癒し」という概念であ

る。果たしてこのような試みを「癒し」とみなすこ

とは可能であろうか。たとえば今西は、「癒し」を

「われわれの生活のさまざまな局面に生起する苦痛

の感情、あるいはこれをもたらすところの『苦』を

軽減する作用」65)だと定義し、その手法は2つに大別

できると述べる。すなわち、医療行為などの手段に

よって「苦」を対決や摘出といった形で軽減する「直

接対峙型」と、「苦」そのものに対する発想の転換

を通して「苦」の溶解をはかろうとする「間接強化

型」の2つである65)。今西はこのように「癒し」には

多様な形があるとしたうえで、しかし、「苦」と「癒

し」はいずれも個別性が高く、本人以外には分かり

えない部分が存在せざるを得ないなかでは、「『癒

し』の本質に自己治癒力の発揮という欠くことので

きない過程が存する」65)と指摘し、教育・看護・福

祉など多領域にわたって、「癒し」とは癒されるこ

と、つまり「癒し」が受動的な過程となっている現

在の状況を批判する。詳細は後述するが、現代にお

いて「癒し」の受動性、すなわち誰もが誰かに「癒

される」ことを求めている傾向はすでに批判がなさ

れている66)。しかし今西が述べるように、そこには

「癒し」とは能動的な行為であるという前提がある。

このような前提は、そもそも確かだといえるのであ

ろうか。 
３．２「癒す」「癒される」「癒える」 

なぜ、「癒し」が能動的な行為であるのかに疑問

が投げかけられるかといえば、現代においては「癒
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される」という形で、「癒し」が受動的なものとし

て捉えられているためである67)。 
「癒し」は現代において1995年頃から頻繁に用い

られ始めた66)68)とされる。90年代後半はバブル崩壊

や阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件などの社会

不安が広がった時代にあり、いわゆる現代社会の生

きづらさが顕在化した時代でもあった。そのような

時代に、ストレスからの解放を提供する「癒し」は

購買層への大きな訴求力を発揮した66)。こうした状

況をメディアが宣伝し時代のキーワードとしたこと、

それを受けた消費者がさらに「癒し」消費を推し進

めたことを通して、当初、「人間が主体的に自ら抱

える病気や悩みを『癒す』のではなく、誰かによっ

て与えられる『癒し』を求めるというより受け身的

な構図が整理した」66)のである。 
 このように「癒し」は従来、能動的な行為である

ものとみなされてきたが、それに対して現在は受動

的な行為として、誰かに「癒されたい」人々が盛ん

にこのような言葉を用い、また、マーケティング分

野で商品開発にも活用されている状況がある66)。そ

れでは、結局のところ「癒し」とは能動的・受動的

いずれの行為だと捉えるべきなのだろうか。 
そもそも「癒し」という概念は、洋の東西を問わ

ずに古くから用いられており、西洋では古代ギリシ

ャの時代から医学に関する議論の中で用いられてい

る。ここでの「癒し」は、医療行為の結果として単

純に傷が癒えるというよりは、身体全体の健康や患

者の生活そのものを無理のない形で回復させる、全

体性の回復という考え方が根底にあった69)70)。後に

キリスト教の拡大に伴って、このような考え方は、

魂の救済という宗教的救いにも接続をされていった
71)。 

東洋でも、宗教的救いとしての「苦」からの解放

がたとえば仏教思想にみられるが、このような宗教

的対応は基本的に「苦」そのものを摘出しようとす

る直接対峙型ではなく、繰り返し訪れるものとして

捉え、その向き合い方、「寛容」72)という受容の仕

方を提示するものであり、その意味では間接強化型

の「癒し」であったといえるだろう。このような方

法は、近世には大衆化した形で、文学・絵画・芸

能・信仰など多様な形で見られるようになったこと

が明らかとされている73)74)。 
このようにみてくると、「苦」に対する接近の方

法こそ異なるものの、「癒し」とは当事者のみで完

結するものではなく、古くからその周囲や他者と接

続されている概念として扱われてきたことが分かっ

てくる。そうであるならば「癒し」というのは本来、

能動的に「癒す」、受動的に「癒される」というよ

りは、中動態的75)に「癒える」ものなのではないだ

ろうか。すなわち「癒し」は周囲との調和、他者と

の関係性のなかで生み出され、気づいていくもので

あり、みずからがみずからを癒すのでも、誰かに癒

されるのでもない。強いていうならば、間接的な形

で、相互に癒えてゆくという表現になるのではない

だろうか。 
今西が指摘するような「自己治癒力の発揮」65)は、

もちろん人が癒える際には重要な要件ではあるかも

しれないが、それは近代が前提としてきた強い個人

にしかなしえない直接対峙型の「癒し」である。む

しろ歴史的には、人々は「一人一人のいのちを超え

た大いなるものとのつながりの中で感得されるも

の」76)として、間接強化型の「癒し」や「救い」を

得てきた。われわれは「苦」と向き合い、その克服

の中に「癒し」を得ることができるほど強い人間ば

かりではない。しかし、つながりの中で「苦」と対

峙しながらも、その苦しみや不安、恐怖を軽減させ、

「苦」と隣り合った生を紡いでいくことは出来る。

そのなかで気づく感覚こそが「癒し」なのだといえ

る。そうであるならば、「想起の場」における「癒

し」には、空間に他者を呼び込み、コミュニケーシ

ョンを図ることが不可欠となる。もちろん、ここで

いうコミュニケーションとは、直接的に言葉を交わ

し合うという意味ではない。「共苦」77)し、「苦」

に対するメッセージを交換することで、「なんらか

の形で行為が接続されていく過程」78)の意味である。 

３．３ 間接強化型の「癒える」空間 

それでは「癒える」ということは、現代において

主流となった「癒される」と、どのような点で異な

るのだろうか。「苦」からの解放という結果のみを

考えるのであれば、「癒される」ことには問題がな

いようにも思える。 
本研究ではここまで「想起の場」、すなわち継承

や記憶の視点から議論を進めてきたが、喪失の体験

者という視点から捉えるならば、ここまで述べてき

たことはトラウマの問題79)80)、そしてトラウマが引

き起こすPTSDに対する医学的な精神療法や宗教的

な対応を含む広義のスピリチュアル・ケアなどの「癒

し」の議論でも行われてきたものである。 
トラウマは心的外傷、心の傷を指し、災害のよう

な災禍の場面で引き起こされることが知られてきた。

その中心には自己を含む何らかの重大な喪失体験が

存在し、その本来あるべきものがないと思うことに
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対する苦痛が体験者を苛む81)82)。精神療法83)やスピリ

チュアル・ケア84)は、概してこのような喪失体験に

よる苦難や悲嘆のなかにある人に対して、体験との

向き合い方や生きる意味、目的を本人の内面から発

見していくものであり、基本的には当事者を対象と

したものとして扱われている。体験者の「癒し」と

いう点では、これらの手法は洗練されているものの、

基本的には体験者当人を対象としているために、継

承や記憶という側面にはあまり関心が払われないこ

ともある。 
もとよりミュージアムのような記憶の空間では、

公的に記憶が保持されていることに安心し、そこに

記憶をゆだねることで逆説的に忘却を招いてしまう

ことや、記憶を保持する際の選別によって、語られ

ないもの、語りえないものが忘れ去られていくとい

う問題をもっていることが指摘されている85)。体験

者の問題として閉じられてしまうとき、個人のトラ

ウマは、こうした社会から忘れ去られていく記憶に

属すことになる。 
また、カイ=エリクソン86)が指摘したように、自然

災害では地域社会の共同性や連帯の喪失を経験する

集合的トラウマの問題が報告されてもいる。この種

のトラウマについて、文化的トラウマ論は社会がそ

れをどのように解釈し意味付けるかによって、当事

者の傷とも、進歩の機会にも両方に道が開かれると

説明している87)88)。集合的トラウマへの対応も同じ

く、体験者当人を対象とする精神療法やスピリチュ

アル・ケアでは対応しづらい側面がある。 
本研究が示してきた「想起の場」における「癒し」

とは、多様な主体が空間を通じて、災禍のトラウマ

を個人の責任として隠蔽することなく社会として受

け止め、共有することで「苦難の意味を考える」89)

ことを重視している。「想起の場」における「癒し」

とは、そうした共有が生み出す他者との関係性のな

かに存在するものであり、自らだけが「癒やされる」

というものではない。「苦」の共有のうちに、「苦」

の意味付けを見出しあい、それぞれに「癒えてゆく」

ものであり、それぞれの苦難に対して、間接的な形

で相互に意味付けを提供しあい、それぞれがそのよ

うな関係性のなかでみずから喪失体験との向き合い

方を発見していく。このような喪失体験の当事者だ

けに限らない、「想起の場」を訪れるものすべてが

関係しあうという視点こそが、「想起の場」におけ

る「癒し」の特性である。 
しかし、それは同時にトラウマの二次受傷を来訪

者に要請することでもある。「想起の場」が苦難の

意味を考えるために、「苦」を「自分自身の身体を

とおして共有していく」89)ことを求めているならば、

トラウマの二次受傷の可能性は避けられない。たと

えば田中は「継承において二次受傷を全く回避する

ことは不可能であるし、共感や継承はこうした受傷

をある程度引き受ける」90)ことが必要だと明言して

いる。もちろん、そうしたところで災害の体験者や

死者のことを理解できるわけではない。しかし、そ

のようにして「二次受傷の危険をできるだけ避けな

がらも」「苦痛を部分的であれ引き受ける」ことが、

「癒し」の可能性を切りひらくものでもある91)。そ

れこそが「苦」からの解放という意味での「癒し」

であり、結果的には行為の接続78)、すなわち自己変

容という点で防災・減災にも資するようになる。重

要なことは、防災・減災への貢献はあくまで結果的

なものにすぎず、それ自体を目的としているわけで

はないということである。 
 それでは「二次受傷の危険をできるだけ避け」90)

る、すなわち、すべての人々に「苦」と直接対峙す

ることを求めるのではない形で、間接強化型の「苦」

との向き合い方から異なる接近は出来ないのだろう

か。その意味で、たとえば麦倉91)が指摘するような

死者との対話は、重要な他者の喪失という「苦」を

前提としながらも、死者と向き合う新たな日常のな

かで、生者が死者を一方的に弔うのではなく、むし

ろ生者こそが死者に動かされているという視点を提

示する。死者はもはやその口で語ることは出来ない

が、だからといって死者の残した足跡が無になるわ

けではない。死者の生きた証92)93)は、事実として確

かにそこにあるのであって、生者がそれを操作でき

るわけではない。死者が、生者にとって「記憶だけ

の問題であるならば、それはきわめて主観的であり、

その中で容易に歪められ、変形されてしまう」94)。 
「想起の場」において、このような形での死者と

の対話、「苦」との対峙が可能であるならば、「想

起の場」は「癒し」と「災害継承」の接続を可能と

する空間として、われわれの社会が災害と向き合う

ために大きな役割を果たす可能性がある。実際に災

禍における「想起の場」の先例においては、「平和

の礎」のようにそうした機能の発露がみられるもの

があり、もちろん災害においてもオルタネイティブ

な場では実践がみられているためである 95)96)97)98) 

99)100)101)。これらの活動は、市井の実践者と被災者

や遺族との関連の中で生みだされていったものであ

り、身体表現や音、映像などの媒体を介している。

また、立場や視点の違いを保存することが多く、1



日本災害復興学会論文集 No.23, 2023.7 
 

7 

 

つの物語に多様な事例を回収し、社会的な位置づけ

を与えることを避けるため、作品としての分かりに

くさを伴いやすい。反面で、そのために記憶の権力

性にも抗しやすいという特徴をもつ。青山が指摘す

るように、「私にはどうにも理解しえないが、それ

でもどうやらそれはそこに厳然と存在するようだ、

という現象を肯定すること」102)が引き起こす、これ

らの試みにおける「共振」102)の可能性は、ここまで

論じてきた「癒し」の議論とも通じてくる。 
それでは、なぜこのようなことが災害における「想

起の場」、とりわけ大規模に整備された公的施設に

おいて十分に果たされず、批判を招いてしまったの

だろうか。次章ではこのことを「想起の場」そのも

のが抱える困難から検討していきたい。 
 
４．「想起の場」を成立させる難しさ 

４．１「想起の場」と記憶のポリティクス 

 このように考えてきた時、「想起の場」は災害の

影響に苦しむ被災者、災害によって重要な他者を失

った遺族、災害を体験はしていないが被災地に生き

る子孫、被災地外から新たに災害を学びに訪れる来

訪者、そしてその土地に喪失が刻み込まれた死者な

ど、多様な当事者の間で災禍という「苦」を共苦す

る場であり、同時にそうした共苦に支えられること

で、「癒える」瞬間に出会う可能性を持った場所と

なる可能性を有しているとは考えられないだろうか。

むしろ、現行の「想起の場」がそうした可能性を重

視せず、当事者間のコミュケーションという機能が

どこまで想定されているのかを読み取りづらいから

こそ、このような可能性が形をともなって現れない

のではないだろうか。 
 とはいえ、記憶のための空間であり、そして慰霊

のための空間でもある「想起の場」は、それ自体が

記憶をめぐる様々な緊張関係を有しており、「想起

の場」として成立すること自体がきわめて難しいも

のでもある。本研究のみでそのすべてを論じきるこ

とは難しいが、ひとまずこの難しさについて論点の

整理をしておきたい。 
本研究が「想起」と呼び続けているように、記憶

をめぐる研究において、われわれは過去の出来事を

そのままに記憶として再現することはできないとい

うことはすでに明らかとされている18)。記憶は呼び

起こされる都度に解釈をされ続けるものであり、そ

もそもそうした記憶自体がその保存を担う主体、た

とえばミュージアムなどによって取捨選別をされた

ものでもある103)104)。とりわけ大規模施設ともなれば、

その取捨選別には政治的な要素がかかわるため、権

力側のメッセージを帯びたものとなることもある。

1970年代にはすでに、ミュージアムをより多声的な

空間とするために管理者としての立場に留まるべき

だとする指摘105)はなされ、さまざまな展開が示され

ている106)ものの、記憶の取捨選択をめぐるポリティ

クスはいまなお存在し続けている107)。 
東日本大震災は、そうした記憶のポリティクスの

事例だといえる。小川108)や島津109)は災害における記

憶と継承について、「博物館学的欲望」110)、すなわ

ち凍結的保存、真正性の追求、モノの他者化、権威

化への利用という欲望によるコレクション化が特徴

だと指摘している。コレクション化とは事物を何ら

かの物語性のもとに馴致させるという動きを指すが、

これらの特徴は東日本大震災に限った話ではなく、

阪神・淡路大震災など1990年代頃の災害から既にみ

られていた動きである。また同時に、東日本大震災

での大規模な展開を先例として、たとえば2016年の

熊本地震における「熊本地震 記憶の廻廊」など、東

日本大震災後の災害にもすでに引き継がれている。

このような特徴をもたされた災害に関する「想起の

場」は、中核施設としてミュージアムを設置してい

ることが多く、ミュージアムやアーカイブ施設、遺

構(戦跡)、モニュメント、メモリアル、アートとい

った様々なメディアの意味付けが、中核施設である

ミュージアムのメッセージに回収されやすい構造を

有している2)。 
こうした動きへの違和感は、現地からの率直な声

として論壇や報道を通して批判がなされてきたが
111)112)、近年では、研究的にも災害継承のあり方に関

する疑問が提示されている。そこでは、各種のミュ

ージアムが産業復興・観光振興の一部に組み込まれ、

被害そのものを説明しきれていないこと113)、そもそ

も防災・減災というテーマと祈りや鎮魂というテー

マは直接の接続が難しいこと114)、それを実現するた

めに「膨大な喪失や痛みを無視して、これらのミュ

ージアムは性急に、あるいは強引に回復の記憶を作

り出そうとしている」115)ことなどが批判の中核をな

しており、やはり記憶のポリティクスの問題がそこ

には存在するといえよう。 
これに対して民間のミュージアムが対抗的な記憶

を提示し、やはり記憶の取捨選択という点で課題を

含みながらも、多様性を保とうする試みの存在が指

摘されている116)。 
４．２ 「想起の場」と「人を揺り動かす力」 

またそもそも防災・減災、記憶の保存、癒し、ど
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のような目的をとるにせよ、行為の接続を意図する

のであれば、「想起の場」を通して単純に記憶を複

製しようとするだけでは「想起の場」はほとんど意

味をなさない。北村が沖縄戦における語りを例に、

「『語り継ぐ』とは､常に現在において紡ぎ出される

証言の『語り直し』の輪の連環､つまりは､記憶の異

版の連なりなのだ｡<中略>証言という痕跡を限りな

く他者化してしまう－過去形の内に堕しめる－ので

はなく､ 『この私』の位置から､限りなく『現在を問

う』ことが求められている」117)と述べるように、継

承された記憶は、それを引き受けた者の内面に何ら

かの変化を及ぼし、災害継承の体験を契機とした自

己変容の先に、行為の接続は存在する。このような

人の自己変容を促す力のことを、米山は「人を揺り

動かす力」118)と呼んでいる。 
また、こうした自己変容は出来事そのものの捉え

方について、われわれを自由にするという効果をあ

わせもつ。岡部らが指摘する通り、多様な主体がか

かわる社会的な現象である災害を、「誰もが一律に

同一のイメージを抱くものとして表現しようとする

ことは、ともすれば、震災を経験した人びとの複数

かつ多様な生を矮小化してしまう」15)危険性がある。 
しかし、その一方で「視覚は社会が構成し文化が

育む」119)と指摘されるように、出来事をどのように

捉えるかについてわれわれは歴史や社会、思想から

自由ではない27)。そこでは、歴史や社会、思想に見

合うような物語に収斂させた記憶、前述の記憶のポ

リティクスの成果を、われわれが自らその通りに読

み取ろうとするような、展示する側と来訪する側と

のある種の共犯関係が成立する。たとえば吉見は災

禍におけるわれわれの社会の特徴とは、災害や戦争

の被害を「あるべき発展からの著しい逸脱」120)とみ

なすことであり、「日本人はそのように著しく逸脱

すると、何が何でも既定の路線に自分たちを復帰さ

せようと必死にな」120)ることだとする。すなわち災

禍からの復興を成功の物語として終えることを命題

としている。来訪する側もまた、そうした成果や被

災地の尽力を学ぶことを望んでいるのならば、そこ

では復興につながらない記憶は捨象されることにな

り、またそのことが来訪者にとっての不満にもつな

がらないだろう(注2)。 
このような構造から解放されるためには、スズキ

が「歴史への真摯さ」「内省のプロセス」と呼ぶよ

うな、「社会的・空間的位置を異にする他者の見解

に関わることで、過去についての自分の理解をかた

ちづくり、またつくりなおす、という継続的な対

話」121)が求められる。とはいえ、このような力は永

続的ではない。陳腐化といかに向き合うかという努

力なしに維持できない118)のも、また「想起の場」に

課せられる大きな課題であるといえる。 
 
５．災害から「癒える」空間としての「想起の場」 

本研究は、「想起の場」がもつ「癒し」の機能を

検討し、「生者の自己変容」を支える「苦」との対

峙の重要性を明らかにすることを目的としていた。 

日本における「癒し」とは「苦」の摘出ではなく、

「苦」と対峙しながら関係性を構築していくことで

あった。だが、もちろんそれによって災害における

死者が生まれなくなったわけではなく、もとより、

「死」だけが災禍における「苦」ではない。災禍を

生きようとする人びとには、再建・再生を通じたさ

まざまな「苦」が待ち受けるのであり、避難や救助

救命期に「命を救う」ことだけがその「苦」を摘出

する訳ではない。この多様な「苦」に対峙すること

が軽視されている状況は、社会のレジリエンスとい

う意味でも望ましいとはいえない。もとより「癒し」

が全体性の回復を示していたように、人間にとって

の「苦」は死者が減ずれば、被害が減ずれば解放さ

れるというものではない。「苦」を前にしてわれわ

れが何を引き受けるのか、どのように生を紡ぐのか、

そのことに思いを至らせる「想起の場」が必要にな

る(注3)。 

この意味で、東日本大震災における「想起の場」、

なかでももっとも大規模な「復興祈念公園」がミュ

ージアムと慰霊空間を接続したことは、死者を含め

た多様な主体が対話可能な空間を構築したという点

で大きな可能性があった。反面、「想起の場」を成

立させ続けることの難しさを考えたとき、「復興祈

念公園」は「想起の場」であること、そこで求めら

れる機能の自認、そして機能の維持と発展に対する

用意は十分ではなかったかもしれない。 

とはいえ、たとえば戦争に関する「想起の場」も

戦後の長い時間をかけてつくり上げられてきたもの

であり、現段階においてその評価が確定されるもの

ではもちろんなく、われわれが今後、「復興祈念公

園」をはじめとしたこれらの空間をどのように扱っ

ていくかが問われていくことになるだろう。このこ

とを考えるためには、本研究は「赦し」の議論とも

接続される必要がある。災害が社会的な現象である

以上は、戦争や公害にみられるように加害性と被害

性が存在する。東日本大震災の場合には福島第一原

子力発電所事故がその最たるものだが、そのほかに
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も被害をめぐって訴訟に発展した事例はいくつも存

在する。 

もちろん、あの時、何があったのかを確定するた

めの検証という作業、慰霊や鎮魂のための「記念の

作業」は重要である。一方で、それがたとえば記憶

のポリティクスを通じた正当性をめぐる争いになる

のならば、その争いは「癒し」にはつながらず、未

来への展望も開きづらいように考えられる。本研究

が述べてきたように未来への展望とは、「苦」の共

有を経た「癒し」のもとで現れてくるものだからで

ある。そのためには「赦し」をどのように考えるか、

構築するのかということも重要な論点となり、多声

的な空間である「想起の場」において考えられるべ

きことだろう。しかし、本研究では「赦し」までを

論じきることは出来なかったため、この点について

は別稿を期したい。 
 
補注 

(1)こうした特例措置の歴史的事例としては、たとえばリス

ボン地震においても当時の宗教的儀礼に反する水葬を、

キリスト教会の許可のもとで実施した事例がある122)123)。

当時のポルトガルはいまだ教会権力の強い社会であっ

たことを考えれば、過酷な現実への対応が儀礼や慣例を

超越することはどのような社会においても起こりうる

ことを示している。しかし、価値観の多様化が進む現代

において当時の教会権力のような存在はもはや成立し

づらい。そのため外部から赦しが与えられることは考え

づらく、代わって自己責任の考え方が示されることがあ

る124)。 

(2)前述した伝承館のほか、たとえば「復興五輪」125)や「絆」

18)などの東日本大震災をめぐるスローガンを考えると

き、そこに「あるべき発展への復帰を見る」という視角

を見出すことは、間違いとはいえないだろう。 
(3)たとえば、これは水俣病を描き続けた石牟礼道子が「悶

えてなりとて加勢する」「道行き」と呼ぶ心性ともつな

がる。災禍へ向き合うことは当事者同士だからといって

同一化できる訳ではなく、まして、非体験者ともなれば

出来事を理解することさえ難しい。しかし、それでも人

は何もできないなりに、無力に悶えながらも当事者と共

に苦悩し、寄り添い続けようとすることがある。石牟礼

はそうした精神を体現しつつ、同時に現代社会における

欠落を批判した126)127)。 
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